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少
年
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

家
庭
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
る
国
選
付
添
人
制
度
及
び
検
察
官
関
与
制
度
の
対
象
事
件
の
範
囲
拡
大

一

家
庭
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
る
国
選
付
添
人
制
度
の
対
象
事
件
の
範
囲
を
「
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪
」

及
び
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
短
期
二
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪

（
第
三
条

」

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件
で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
も
の
を
含
む

）
か
ら
「
死
刑
又

。

は
無
期
若
し
く
は
長
期
三
年
を
超
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪

（
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
少
年
に
係
る
事
件

」

で
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
罪
に
係
る
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
も
の
を
含
む

）
に
拡
大
す
る
こ
と

（
第
二
十
二
条
の
三
関
係
）

。

。

二

検
察
官
関
与
制
度
の
対
象
事
件
の
範
囲
を
「
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪
」
及
び
「
前
号
に
掲
げ
る
も
の

の
ほ
か
、
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
短
期
二
年
以
上
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
」
か
ら
「
死
刑
又
は
無
期
若
し
く
は
長
期

三
年
を
超
え
る
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
」
に
拡
大
す
る
こ
と

（
第
二
十
二
条
の
二
関
係
）

。

第
二

少
年
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
処
分
の
規
定
の
見
直
し

一

罪
を
犯
す
と
き
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
に
対
し
て
、
無
期
刑
を
も
っ
て
処
断
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
を

科
す
場
合
に
お
け
る
刑
の
上
限
を
「
十
五
年
」
か
ら
「
二
十
年
」
に
引
き
上
げ
る
こ
と

（
第
五
十
一
条
第
二
項
関
係
）

。

二

少
年
に
対
す
る
不
定
期
刑
の
規
定
の
見
直
し

１

少
年
に
対
し
て
不
定
期
刑
を
科
す
事
件
の
範
囲
を
「
長
期
三
年
以
上
の
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
を
も
っ
て
処
断
す
べ
き
と
き
」

か
ら
「
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
を
も
っ
て
処
断
す
べ
き
と
き
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
短
期
は
、
長
期
の
二
分
の
一
（
長
期
が
十
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年
を
下
回
る
と
き
は
、
長
期
か
ら
五
年
を
減
じ
た
期
間
。
２
に
お
い
て
同
じ

）
の
範
囲
内
を
下
回
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る

。

こ
と
。

２

不
定
期
刑
の
短
期
に
つ
い
て
、
少
年
の
改
善
更
生
の
可
能
性
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
処
断
す
べ

、

。

き
刑
の
短
期
の
二
分
の
一
及
び
長
期
の
二
分
の
一
を
下
回
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と

３

不
定
期
刑
の
長
期
と
短
期
の
上
限
に
つ
い
て

「
十
年
」
と
「
五
年
」
か
ら
「
十
五
年
」
と
「
十
年
」
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

、

（
第
五
十
二
条
関
係
）

三

第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
言
い
渡
し
た
有
期
刑
に
つ
い
て
、
仮
釈
放
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
ま
で
の
期
間
を
「
三
年
」

か
ら
「
そ
の
刑
期
の
三
分
の
一
」
に
改
め
る
こ
と

（
第
五
十
八
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

。

第
三

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と

（
附
則
第
一
条
関
係
）

。

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と

（
。

附
則
第
二
条
な
い
し
第
五
条
関
係
）


